
第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ）ロゴ使用要綱 

 

１ 付与の対象 

（１） アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）の趣旨に合致するものとして、ＴＩＣＡＤ共催者（外務省、国連開発計画東

京事務所、世界銀行東京事務所）及び横浜市のうち、いずれかが承認した場合に付与の対象となり

ます。 

（２） 特定の政治活動や宗教活動あるいは特定の商業活動は、ロゴの使用はできません。ただし、アフリ

カ開発に真に資すると認められる特別な事情がある場合には、ロゴの使用を承認することがありま

す。 

 

２ 申請方法 

（１） 必要書類 

（イ） 第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ）ロゴ使用申請書（様式１） 

（ロ）誓約書（様式２） 

（ハ）使用目的が明確となるような資料 

（ニ）申請事業主体の活動内容を表す資料 

（２）申請書提出先 

（イ）外務省中東アフリカ局アフリカ第二課 

     〒１００－８９１９ 東京都千代田区霞が関２－２－１ 

     電話：０３－５５０１－８３１７ ／ ＦＡＸ：０３－５５０１－８３１８ 

（ロ）国連開発計画（ＵＮＤＰ）東京事務所 

     〒１５０－０００１ 東京都渋谷区神宮前５－５３－７０ UN ハウス８階 

     電話：０３－５４６７－４７５１ ／ ＦＡＸ：０３－５４６７－４７５３ 

     E-mail：registry.jp@undp.org   

（ハ）世界銀行東京事務所 

     〒１００－００１１ 東京都千代田区内幸町２－２－２ 富国生命ビル１０階 

     ＦＡＸ：０３－３５９７－６６９５    

（ニ）横浜市開港１５０周年・創造都市事業本部戦略的事業誘致課 

〒２３１－００１７  横浜市中区港町１－１ 
電話：０４５－６７１－４３４９ ／ ＦＡＸ：０４５－６６３－９２１２ 
E-mail：ts-jigyoyuchi@city.yokohama.jp 

（３）承認方法 

   提出された申請書等に基づき審査の上、使用を承認するものについては承認書（様式３）及びロゴ

マークデータを送付します。なお、承認書に付された条件には必ず従ってください。 

 

３ 使用承認の取り消し等 

使用承認を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、申請の目的以外の使用、承認の条件に違反等、

使用要綱に反していることが判明した場合、その他にＴＩＣＡＤ共催者または横浜市が必要と認めた場合

には、使用条件の変更、使用承認の取り消し、又は使用物件の回収を求めることがあります。 
 

平成１９年１０月２４日 制定 

平成２１年１１月１７日 改訂 

 

 


